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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試験ストリップを格納しかつ分与する装置であって、
　試験ストリップのスタックを格納するように構成された容器と、
　蝶番によって前記容器に接続された蓋と、
　前記蓋に動作式に接続され、前記試験ストリップのスタックの１つの試験ストリップに
接触するように構成されたリンク装置アセンブリとを備え、
　前記蓋が開かれたとき、試験ストリップが分与され、
　前記リンク装置アセンブリは、引上げ部材を備え、前記引上げ部材は、試験ストリップ
のスタックの１つの試験ストリップの縁部に接触するための下方接触部材を備え、
　前記引上げ部材は、引上げ部材の移動をガイドするために容器のガイドレールの中で移
動するガイド部材を備え、前記ガイドレールは、容器の側壁上に配置されており、
　前記リンク装置アセンブリは、前記ストリップを分与する間、前記蓋に接続された状態
を維持することを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記リンク装置アセンブリは、
　前記蓋に接続された第１のアーム部材と、
　リビング蝶番によって前記第１のアーム部材に接続された第２のアーム部材と、
　リビング蝶番によって前記第２のアーム部材に接続された第３のアーム部材とを備え、
前記第３のアーム部材は、前記引上げ部材であり、前記蓋が開かれたときに、前記試験ス
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トリップが分与されるように、前記１つの試験ストリップに接触することを特徴とする請
求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記リンク装置アセンブリは、
　前記蓋に接続され、かつ前記容器上のボスに係合するスロットを有するスライダアーム
と、
　前記スライダアームに接続される第１のリンク装置部材と、
　前記第１のリンク装置部材に接続された第２のリンク装置部材と、を備え、前記第２の
リンク装置部材は、前記引上げ部材であり、前記蓋が開かれたときに、前記試験ストリッ
プが分与されるように、前記１つの試験ストリップと接触することを特徴とする請求項１
に記載の装置。
【請求項４】
　前記蓋が閉じられたときに、前記リンク装置アセンブリは、前記下方接触部材が次に分
与される試験ストリップの縁部に接触する静止位置へと移動することを特徴とする請求項
１に記載の装置。
【請求項５】
　前記リンク装置アセンブリが前記試験ストリップのスタックの１つの試験ストリップと
接触する位置に、前記試験ストリップのスタックを付勢するためのバイアス要素をさらに
備えることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　試験ストリップを格納しかつ分与する方法であって、
　試験ストリップのスタックを形成するために複数の試験ストリップを配置するステップ
と、
　前記複数の試験ストリップを格納容器内に格納するステップと、
　前記試験ストリップのスタックを分与位置へ向けて付勢するステップと、
　前記試験ストリップのスタックをリンク装置アセンブリに係合するステップと、
　前記格納容器の蓋を開けることにより、前記係合された試験ストリップを分与するため
に前記リンク装置アセンブリを作動するステップであって、前記蓋は前記リンク装置アセ
ンブリに動作式に係合するステップと、
　他の試験ストリップが分与位置に配置されるように、残りの試験ストリップを前記分与
位置に向けて付勢するステップと、を含み、
　前記リンク装置アセンブリは、溝を有するスライダアームを備え、かつ前記容器は前記
溝に係合されるガイドボスを備え、
　前記作動操作は、前記ガイドボスと前記スライダアームとの協働によって前記リンク装
置アセンブリの移動を案内することを備えることを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記係合部材は、試験ストリップのスタックの中の一つのストリップの縁部に接触する
ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記リンク装置アセンブリを、前記リンク装置アセンブリの部材が次に分与されるテス
トストリップの縁部に接触する静止位置へと位置させるために、前記蓋を閉じることをさ
らに備えることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記作動操作は、前記リンク装置アセンブリの移動を案内するために、前記容器の案内
トラックにおいて前記リンク装置アセンブリのガイド部材をガイドすることをさらに備え
ることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体的に、生物学流体を試験するための診断試験ストリップに関する。より
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詳細には、本発明は、診断試験ストリップを格納しかつ分与するための装置および方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　診断試験ストリップは、生物学流体内の検体濃度を測定するために使用される。例えば
、診断試験ストリップは、血液グルコースレベルを監視するために糖尿病患者によってし
ばしば使用される。
【０００３】
　それらの完全性を保存するために、診断試験ストリップは、適切な環境条件で維持され
なければならない。すなわち、試験ストリップは、適切な湿度レベルで維持されなければ
ならず、かつ異物がないままでなければならない。さらに、油または異物による汚染を避
けるために、試験ストリップは、使用の前に取り扱われてはならない。
【０００４】
　したがって、試験ストリップを保存するために、それらは、典型的に格納バイアル（ｓ
ｔｒａｇｅ　ｖｉａｌ）など内で維持される。試験ストリップを使用するために、使用者
は、バイアル内に到達し、単一の試験ストリップを取り出さなければならない。しかしな
がら、糖尿病患者などの多くの使用者は、視覚または身体上の器用さが損なわれている。
そのような使用者は、格納バイアルから単一の試験ストリップを取り出すことに困難を感
じることがある。さらに、使用者は、１つの試験ストリップを引き出すために格納バイア
ル内に到達する間に多数の試験ストリップに誤って接触し、使用されていない試験ストリ
ップを汚染することがある。
【０００５】
　したがって、適切な環境条件内に診断試験ストリップを格納し、かつ１つずつ試験スト
リップを好都合に分与するための装置の必要性がある。
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５９１１９３７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、少なくとも上記問題および／または欠点に対処でき、かつ以下に記載
される少なくとも利点を提供することである。すなわち、本発明の目的は、複数の試験ス
トリップを格納し、かつ１つずつ試験ストリップを分与する装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態によれば、上記および他の目的は、試験ストリップを格納しかつ分
与する装置によって達成され、この装置は、試験ストリップのスタック（ｓｔａｃｋ）を
格納するように構成された容器と、容器内に配置されかつ試験ストリップのスタックの１
つの試験ストリップに接触するように構成されたローラと、容器から１つの試験ストリッ
プを分与するためにローラを作動するためのアクチュエータとを備える。
【０００９】
　本発明の他の実施形態によれば、試験ストリップを格納しかつ分与する装置は、試験ス
トリップのスタックを格納するように構成された容器と、リビング蝶番（ｌｉｖｉｎｇ　
ｈｉｎｇｅ）によって容器に接続された蓋と、蓋に動作式に接続されたリンク装置アセン
ブリ（ｌｉｎｋａｇｅ　ａｓｓｅｍｂｌｙ）とを備える。リンク装置アセンブリは、蓋が
開かれたときに、試験ストリップが分与されるように、試験ストリップのスタックの１つ
の試験ストリップに接触するように構成される。
【００１０】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、試験ストリップを格納しかつ分与する装置は、
試験ストリップのスタックを格納するように構成された容器と、容器内に配置され、かつ
試験ストリップのスタックの１つの試験ストリップに接触するように構成されたばねと、
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容器から１つの試験ストリップを分与するためにばねを作動するためのアクチュエータと
を備える。
【００１１】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、試験ストリップを格納しかつ分与する装置は、
試験ストリップのスタックを格納する手段と、試験ストリップのスタックの１つの試験ス
トリップに接触する手段と、接触する試験ストリップを分与するために接触する手段を作
動する手段とを備える。
【００１２】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、試験ストリップを格納しかつ分与する方法は、
試験ストリップのスタックを形成するために複数の試験ストリップを配置するステップと
、複数の試験ストリップを格納容器内に格納するステップと、試験ストリップのスタック
を分与位置へ向けて付勢するステップと、試験ストリップのスタックを係合部材に係合す
るステップと、接触された試験ストリップを分与するために係合部材を作動するステップ
と、他の試験ストリップが分与位置に配置されるように、残りの試験ストリップを分与位
置に向けて付勢するステップとを含む。
【００１３】
　本発明のいくつかの例示的実施形態の上記および他の目的、特徴、ならびに利点は、添
付の図面に関連して行われる以下の記載からより明らかになろう。
【００１４】
　複数の図面を通して、同一の参照符号は、同一の要素、特徴、および構造を参照すると
理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するため
の格納バイアルの斜視図である。
【図２】図１に示される格納バイアルの正面図である。
【図３】図１に示される格納バイアルの上面図である。
【図４】図３の線４－４に沿った断面図である。
【図５】図３の線５－５に沿った断面図である。
【図６】部分的に分与された試験ストリップを有する、図１に示される格納バイアルの一
部を切り取った斜視図である。
【図７】分与器を動作するためのモータを有する、図１に示される格納バイアルの斜視図
である。
【図８】本発明の第２の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するため
の格納バイアルの斜視図である。
【図９】図８に示される格納バイアルの上面図である。
【図１０】図９の線１０－１０に沿った断面図である。
【図１１】図９の線１１－１１に沿った断面図である。
【図１２】図８に示される格納バイアルのいくつかの要素の拡大断面図である。
【図１３】本発明の第３の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するた
めの格納バイアルの断面図である。
【図１４】図１３に示される格納バイアルの他の断面図である。
【図１５】本発明の第４の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するた
めの格納バイアルの切り取った斜視図である。
【図１６】図１５に示される格納バイアルのいくつかの要素の拡大図である。
【図１７】部分的に分与された試験ストリップを有する、図１５に示される格納バイアル
の断面図である。
【図１８】本発明の第５の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するた
めの格納バイアルの切り取った斜視図である。
【図１９】部分的に分与された試験ストリップを有する、図１８に示される格納バイアル
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の切り取った斜視図である。
【図２０】図１８に示される格納バイアルのリンク装置部材の斜視図である。
【図２１】本発明の第６の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するた
めの格納バイアルの断面図である。
【図２２】本発明の第７の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するた
めの格納バイアルの断面図である。
【図２３】本発明の第８の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するた
めの格納バイアルの斜視図である。
【図２４】図２３に示される格納バイアルのカートリッジの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　詳細な構造および要素などの記載において規定される事象は、本発明の実施形態の包括
的な理解を助長するために提供される。したがって、当業者は、本明細書に記載される実
施形態の様々な変更および修正が、本発明の範囲および趣旨から逸脱せずに行われること
ができることを認識するであろう。また、良く知られている機能および構造の記載は、明
瞭性および簡潔性のために省略される。
【００１７】
　第１の例示的実施形態
　図１～図７を参照すると、本発明の第１の例示的実施形態による試験ストリップを格納
しかつ分与するための格納バイアル１００は、試験ストリップのスタック１０４を格納す
るように構成された格納容器１０２と、容器内に回転可能に配置されたストリップローラ
１０６と、容器内に回転可能に配置されたサムホイール（ｔｈｕｍｂｗｈｅｅｌ）１０８
とを含む。ストリップローラ１０６は、試験ストリップのスタック１０４の１つの試験ス
トリップ１４２と接触する。サムホイール１０８が回転されるとき、ストリップローラ１
０６が、ストリップローラ１０６と接触する試験ストリップ１４２を分与するために回転
するように、サムホイール１０８は、ストリップローラ１０６を動作させる。
【００１８】
　格納容器１０２は、下方本体部分１１０、および下方本体部分１１０内に搭載された上
方壁１１２を含む。格納容器１０２の下方本体部分１１０は、全体的に矩形であり、かつ
試験ストリップのスタック１０４を格納するように構成された空洞１１４を形成する。試
験ストリップ支持壁１１６は、容器の底部壁１１８から上方に延びる。試験ストリップ支
持壁１１６は、格納容器１０２内に装填される試験ストリップのスタック１０４のための
支持体を提供するのに十分に高い。試験ストリップ支持壁１１６は、それがストリップロ
ーラ１０６を妨げないように、ストリップローラ１０６に達しないで終端することができ
る。代わりに、試験ストリップ支持壁は、格納容器１０２の上部壁１１２の底部表面に延
び、かつストリップローラ１０６（図１４における要素３３１を参照）の設置および動作
のための間隔を提供するための延ばされたスロットを有することができる。
【００１９】
　格納容器１０２は、容器の内側の固有の相対湿度を調整するために乾燥剤が混入された
ポリマーで作られることができる。その全体が参照によって本明細書に組み込まれる特許
文献１は、１つの適切な乾燥剤が混入されたポリマーを開示する。代わりに、格納容器１
０２は、インサート（ｉｎｓｅｒｔ）成形された乾燥剤を有するポリマーで作られること
ができ、または乾燥剤は、空洞１１４内に配置されることができる。
【００２０】
　格納容器１０２の上部壁１１２は、好ましくは、より容易な製造およびアセンブリのた
めに格納容器１０２の残りとは別個に作られる。試験ストリップ１０４が格納容器１０２
内に装填された後、上部壁１１２は、超音波溶接によって、接着剤によって、機械的な係
合（スナップはめ込みなど）によって、または当業者によって知られている任意の他の適
切な方法によって格納容器１０２に固定されることができる。格納容器１０２の上部壁１
１２は、それを通って試験ストリップが分与される分与スロット１２０を形成する。上部
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壁１１２の上部表面１２２は、試験ストリップを分与するためにサムホイール１０８を回
転する方向を示すための表示１３６（矢印など）を持たせることができる。第１の支持部
材１２４は、以下に詳細に議論されるように、ストリップローラ１０６を回転可能に支持
するために上部壁１１２の底部表面１２６から延びる。第２の支持部材１２８は、また、
上部壁１１２の底部表面から延びる。サムホイール１０８は、第２の支持部材１２８によ
って回転可能に支持され、かつサムホイール１０８は、格納容器１０２の上部壁１１２を
通る第２のスロットを通って延びる。下方に延びる試験ストリップ支持壁は、それらが分
与されているとき（図６参照）、分与スロット１２０内に試験ストリップを支持しかつ案
内するために、試験ストリップ分与スロット１２０に隣接して配置されることができる（
図１４の８３１参照）。
【００２１】
　格納容器１０２は、湿気または他の環境汚染物が格納容器１０２に入ることを妨げるた
めに蓋１３８を備えることができる。蓋１３８は、別個の構成部品であり得るが、蓋１３
８は、好ましくは蝶番１２２によって格納容器１０２に接続される。示される実施形態に
おいて、蓋１３８は、それが、リビング蝶番１４０によって格納容器１２１に接続される
ように、格納容器１０２の下方本体部分１１０と一体に形成される。蓋１３８は、好まし
くは、格納容器１０２の下方本体部分１１０と実質的に密閉シールを形成する。そのよう
なシールは、当業者には知られており、したがって、シールの詳細な記載は、簡潔性のた
めに省略される。また、説明の便宜のために、蓋は図１にだけ示される。
【００２２】
　圧縮ばねまたは板ばねなどのバイアス要素１３２は、格納容器１０２に格納された試験
ストリップのスタック１０４をストリップローラ１０６と接触するように付勢する。プラ
ットフォーム（ｐｌａｔｆｏｒｍ）１３４は、試験ストリップのスタック１０４の長さに
沿ってバイアス要素１３２によって生成される力を均一に分配するために、バイアス要素
１３２と試験ストリップのスタック１０４との間に配置しても良い。しかしながら、試験
ストリップが十分に堅固であるなら、バイアス要素１３２は、試験ストリップと直接接触
しても良い。
【００２３】
　ストリップローラ１０６は、格納容器１０２の上部壁１１２から下方へ延びる第１の支
持部材１２４によって回転可能に支持される。ストリップローラ１０６は、試験ストリッ
プのスタック１０４内の試験ストリップ１４２の１つと接触する。示される実施形態（図
４）において、ストリップローラ１０６は、最も右側の試験ストリップ１４２と係合する
。好ましくは、ストリップローラ１０６は、試験ストリップの上方部分内の試験ストリッ
プと係合する。ストリップローラ１０６の外側周囲表面１４４は、試験ストリップと摩擦
係合しかつ分与するために、十分な摩擦係数を有するべきである。例えば、ストリップロ
ーラ１０６は、金属または成形されたプラスチックローラインサートに結合されたゴムで
作ることができる。ストリップローラ歯車１４６は、ストリップローラ１０６の一方側に
配置される。
【００２４】
　サムホイール１０８は、第２の支持部材１２８によって回転可能に支持される。複数の
歯車歯１４８は、サムホイール１０８の外側周囲の周りに配置され、かつサムホイール１
０８上の歯車歯１４８は、ストリップローラ歯車１４６と係合する。歯車歯１４８は、ま
た、ユーザが、親指、他の指などでサムホイール１０８をより好都合に動作することを可
能にするために摩擦を提供する。
【００２５】
　代わりに、図７に示されるように、格納容器１０２は、完全に自動化された試験ストリ
ップ分与器で使用されることができる。この場合、自動化された試験ストリップ分与器は
、ピニオン（ｐｉｎｉｏｎ）歯車１５２を有するモータ１５０を備え、格納容器１０２は
、ピニオン歯車１５２がサムホイール１０８と係合するように、自動化された試験ストリ
ップ分与器内に配置される。自動化された試験ストリップ分与器は、所望であれば、試験
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ストリップ１０４を読み取る血液グルコースメータと組み合わされることができる。
【００２６】
　さらに、ラチェット（ｒａｔｃｈｅｔ）または歯止めなどのロッキング部材１５４は、
サムホイール１０８を係合するために格納容器１０２上に配置されることができる。ロッ
キング部材１５４は、サムホイール１０８が、一方向（すなわち分与方向）に回転するこ
とを可能にするが、サムホイール１０８が反対方向に回転することを妨げる。
【００２７】
　本発明の第１の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するための格納
バイアルを使用する方法は、以下に記載される。最初に、ストリップローラ１０６および
サムホイール１０８は、格納容器１０２の上方壁１１２上でそれぞれ第１の支持部材１２
８および第２の支持部材１３０にアセンブリされる。試験ストリップのスタック１０４は
、試験ストリップのスタック１０４が、プラットフォーム１３４と試験ストリップ支持壁
１３０との間に配置されるように、格納容器１０２の下方本体部分１１０内に装填される
。バイアス要素１３２は、プラットフォーム１３４と格納容器の反対側の壁との間の空洞
１１４内に設置される。ストリップローラ１０６およびサムホイール１０８が取り付けら
れた上部壁１１２は、次に、格納容器１０２の下方本体にアセンブリされる。蓋１３８は
、実質的に密閉シールを形成するために格納容器１０２上に配置される。格納バイアル１
００は、以降格納されることができ、試験ストリップのスタック１０４は、湿気などの環
境危険物から保護される。典型的に、これらステップは、格納バイアルの最終使用者より
むしろ製造者によって行われる。
【００２８】
　試験ストリップを分与するために、使用者は、サムホイール１０８およびストリップ分
与スロット１２０を露出するために蓋１３８を開く。使用者は、次に、使用者の指などに
よってサムホイール１０８を操作することによって、分与方向にサムホイール１０８を回
転する。サムホイール１０８の回転時に、サムホイール１０８は、サムホイール１０８上
の歯車歯１４８およびストリップローラ歯車１４６を介して、ストリップローラ１０６に
回転力を伝達する。この結果、ストリップローラ１０６は回転する。ストリップローラ１
０６は、試験ストリップのスタック１０４の１つの試験ストリップ１４２と接触し、かつ
ストリップローラ１０６と接触された試験ストリップ１４２との間に生成される摩擦力に
よって、試験ストリップ分与スロット１２０を通して接触された試験ストリップ１４２を
分与する。サムホイール１０８は、試験ストリップ１４２が格納容器１０２から完全に分
与されて出るように回転されることができ、または試験ストリップ１４２は、使用者が、
試験ストリップを完全に引き出しかつ試験ストリップを使用するために、露出された試験
ストリップ１４２を把持することができるように、試験ストリップを露出するために格納
容器１０２から部分的に分与されることができる。
【００２９】
　試験ストリップが、格納容器１０２から完全に分与されると、バイアス要素１３２は、
新規の試験ストリップが、ストリップローラ１０６と接触して配置されるように、試験ス
トリップのスタック１０４内の残る試験ストリップをストリップローラ１０６の方に付勢
する。したがって、次の試験ストリップを分与するために、使用者は、再びサムホイール
１０８を回転する。所望の数の試験ストリップを分与した後、使用者は、次に、将来の使
用のために残る試験ストリップを格納するために、格納容器１０２上に蓋を元の場所に戻
すことができる。
【００３０】
　格納容器１０２内に格納された全ての格納された試験ストリップが分与された後、格納
バイアル１００は、廃棄されることができ、またはリサイクルのために製造者に戻される
ことができる。代わりに、格納容器１０２は、再使用可能であるように構成されることが
できる（例えば、上方壁１１２を下方本体部分１１０から取り外し可能とすることによっ
て）。
【００３１】
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　第２の例示的実施形態
　図８～図１２を参照すると、本発明の第２の例示的実施形態による試験ストリップを格
納しかつ分与するための格納バイアル２００は、試験ストリップのスタック２０４を格納
するように構成された格納容器２０２と、格納容器２０２内に回転可能に配置されたスト
リップローラ２０６と、容器内に配置された押しボタン２０８とを含む。ストリップロー
ラ２０６は、試験ストリップのスタック２０４の１つの試験ストリップ２２６と接触する
。押しボタン２０８が押されるとき、ストリップローラ２０６が、ストリップローラと接
触する試験ストリップ２２６を分与するために回転するように、押しボタン２０８は、歯
車列２３０によってストリップローラ２０６と連結される。
【００３２】
　格納容器２０２は、下方本体部分２１０、および下方本体部分２１０内に搭載された上
方壁２１２を含む。格納容器２０２の下方本体部分２１０は、本発明の第１の例示的実施
形態の格納容器１００の下方本体部分１１０と実質的に同一に構成される。したがって、
下方本体部分２１０の詳細な記載は繰り返されない。
【００３３】
　格納容器２０２の上部壁２１２は、それを通って試験ストリップが分与される試験スト
リップ分与スロット２１６を有する。第１の支持部材２１８は、以下に詳細に議論される
ように、ストリップローラ２０６を回転可能に支持するために上部壁２１２の底部表面２
２０から延びる。第２の支持部材２２２は、中間歯車２３２を回転可能に支持するために
、上部壁２１２の底部表面２２０から延びる。
【００３４】
　押しボタン２０８は、第１の端部２３４および第２の端部２３６を有する。押しボタン
２０８の第１の端部２３４は、それが使用者によって操作されることができるように、格
納容器２０２の上方壁２１２内に配置されたスロットを通して延びる。押しボタン２０８
の第２の端部２３６は、格納容器２０２の空洞２１４の内側に配置される。ラック歯車２
３８は、押しボタン２０８の第２の端部２３６の近くで、押しボタン２０８の長さに沿っ
て形成される。
【００３５】
　押しボタンは、静止位置（例えば図１０に示される）と分与位置との間で移動可能であ
る。拡張ばねなどのバイアス要素２４０は、上方壁２１２と押しボタン２０８との間に配
置される。バイアス要素２４０は、押しボタン２０８を静止位置へ付勢する。
【００３６】
　押しボタン２０８は、押しボタンの一方側に配置された少なくとも１つのトラック２４
２を有し、かつ押しボタン２０８の両側に配置されたトラックを有することができる。ト
ラック２４２は、押しボタン２０８が、試験ストリップを分与するために押されるとき、
押しボタン２０８上のラック歯車２３８が、中間歯車２３２と係合するように、押しボタ
ン２０８の移動を案内するように構成される。押しボタン２０８が解放されるとき、トラ
ック２４２は、ラック歯車２３８を中間歯車２３２から分離させるように構成される。し
たがって、押しボタン２０８は、中間歯車２３２を回転することなく、分与位置から静止
位置へ復元されることができる。
【００３７】
　中間歯車２３２は、格納容器２０２の上方壁２１２の底部表面２２０から下方へ延びる
第２の支持部材２２２上に回転可能に配置される。中間歯車２３２は、歯車を動作式に接
続しかつ歯車列２３０を形成するために、押しボタン２０８上のラック歯車２３８とスト
リップローラ２０６上のストリップローラ歯車２２８との間に配置される。
【００３８】
　ストリップローラ２０６は、格納容器２０２の上方壁２１２の底部表面２２０から下方
に延びる第１の支持部材２１８によって回転可能に支持される。ストリップローラ２０６
は、本発明の第１の例示的実施形態のストリップローラ１０６とほぼ同一に構成される。
したがって、ストリップローラ２０６の詳細な記載は、繰り返されない。
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【００３９】
　本発明の第２の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するための格納
バイアル２００を使用する方法は、以下に記載される。最初に、ストリップローラ２０６
、押しボタン２０８、バイアス要素２４０、および中間歯車２３２は、格納容器２０２の
上方壁２１２にアセンブリされる。試験ストリップのスタック２０４は、試験ストリップ
のスタック２０４が、プラットフォーム２４６（およびバイアス要素２３２）と試験スト
リップ支持壁２４８との間に配置されるように、格納容器２０２の下方本体部分２１０内
に装填される。設置された構成要素を有する上部壁２１２は、次に、ストリップローラ２
０６が、試験ストリップのスタック２０４の１つの試験ストリップ２２６と係合するよう
に、格納容器２０２の下方本体部分２１０にアセンブリされる。その後、蓋２２４を閉じ
ることができ、試験ストリップのスタックを、所望な限り長く格納することができる。
【００４０】
　試験ストリップを分与するために、使用者は、蓋２２４を開き、かつ静止位置から分与
位置に押しボタン２０８を移動するために押しボタン２０８を押す。最初に、押しボタン
２０８上のラック２４２は、ラック歯車２３８を中間歯車２３２に係合させる。したがっ
て、押しボタン２０８の移動は、ラック歯車２３８に中間歯車２３２を回転させる。中間
歯車２３２の回転は、ストリップローラ歯車２２８を回転させ、ストリップローラ２０６
に、ストリップローラ２０６が接触する試験ストリップ２２６を分与させる。押しボタン
２０８は、試験ストリップ２２６が格納容器２０２から完全に分与されて出るように構成
することができ、または試験ストリップ２２６は、使用者が、試験ストリップを格納容器
２０２から完全に引き出すために、露出された試験ストリップ２２６を把持することがで
きるように、試験ストリップを露出するために格納容器２０２から部分的に分与され得る
。
【００４１】
　試験ストリップ２２６が分与されると、バイアス要素２４４は、新規の試験ストリップ
が、分与されることができるように、試験ストリップ支持壁２４８に対してプラットフォ
ーム２４６および試験ストリップのスタック２０４を付勢する。
【００４２】
　使用者が、押しボタン２０８を解放するとき、押しボタン上のトラック２４２の構成は
、押しボタン２０８を、ラック歯車２３８に沿って中間歯車２３２から離してかつ中間歯
車２３２との係合を解く。したがって、押しボタン２０８は、中間歯車２３２およびスト
リップローラ歯車２２８を逆方向に回転させずに、静止位置に戻ることができる。
【００４３】
　第３の例示的実施形態
　図１３～図１４を参照すると、本発明の第３の例示的実施形態による試験ストリップを
格納しかつ分与するための格納バイアル３００は、試験ストリップのスタックを格納する
ように構成された格納容器３０２と、格納容器３０２内に回転可能に配置されたストリッ
プローラ３０６と、格納容器３０２内に配置された押しボタン３０８とを含む。ストリッ
プローラ３０６は、試験ストリップのスタックの１つの試験ストリップと接触する。押し
ボタン３０８が押されるとき、ストリップローラ３０６が、ストリップローラ３０６と接
触する試験ストリップを分与するために回転するように、押しボタン３０８は、歯車列に
よってストリップローラ３０６と連結される。
【００４４】
　本発明の第３の例示的実施形態の格納容器３０２は、歯車列の中間歯車３１６および押
しボタン３０８の構成を除いて、本発明の第２の例示的実施形態の格納容器２０２とほぼ
同一である。
【００４５】
　本発明のこの実施形態において、押しボタン３０８は、中間歯車３１６にラック歯車を
係合しかつ中間歯車３１６からラック歯車を分離するためのトラックを有さない。実際、
押しボタン３０８は、格納容器３０２の下方本体部分３０４の外側壁の内表面に配置され
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かつ格納容器３０２の下方本体部分３０４の外側壁の内表面に配置された押しボタンガイ
ドトラック３１０によって案内される延長されたガイドピン（図示せず）を有する。ガイ
ドトラック３１０は、押しボタン部材が、実質的に真っ直ぐ格納容器３０２内にかつ格納
容器３０２から外に移動するように、下方本体部分の縁部にほぼ平行である。
【００４６】
　本発明のこの実施形態の中間歯車３１６は、格納容器の上部壁から延びる支持部材によ
って支持されていない。その代わり、中間歯車３１６は、格納容器３０２の下方本体部分
３０４の外側壁の内表面に形成された一対の中間歯車ガイドトラック３１２内に配置され
かつ中間歯車ガイドトラック３１２によって案内される延長されたシャフト部分（図示せ
ず）を有する。したがって、中間歯車３１６は、中間歯車ガイドトラック３１２の長さに
沿って直線的に自由に移動する。
【００４７】
　本発明の第３の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するための格納
バイアル３００を使用する方法は、以下に記載される。最初に、格納バイアル３００は、
試験ストリップのスタックを装填され、かつ実質的に上述と同じ方法でアセンブリされる
。
【００４８】
　試験ストリップを分与するために、使用者は、静止位置から分与位置に押しボタン３０
８を移動するために押しボタン３０８を押す。最初に、押しボタン３０８上のラック歯車
は、中間歯車３１６に係合し、中間歯車３１６は、中間歯車ガイドトラック３１２の下側
端部３１４へ向かって直線的に移動する。中間歯車ガイドトラック３１２の下側端部３１
４に到達すると、ガイドトラック３１２は、中間歯車３１６の任意のさらなる線形移動を
防止する。したがって、押しボタン３０８のさらなる移動は、押しボタン３０８上のラッ
ク歯車に中間歯車３１６を回転させる。中間歯車３１６の回転は、ストリップローラ歯車
を回転させ、ストリップローラ３０６に試験ストリップを分与させる。押しボタン３０８
は、試験ストリップを完全に分与するように構成されることができ、または試験ストリッ
プは、使用者が、試験ストリップを格納容器３０２から完全に引き出すために、露出され
た試験ストリップを把持することができるように、試験ストリップを露出するために格納
容器３０２から部分的に分与され得る。
【００４９】
　使用者が、押しボタン３０８を解放するとき、バイアス要素は、押しボタン３０８を、
分与位置から静止位置に戻るように付勢する。静止位置へ向かう押しボタン３０８の初期
に移動の間に、中間歯車３１６は、中間歯車ガイドトラック３１２に沿って、ガイドトラ
ックの上方端部へ向かう移動に変換する。中間歯車３１６が、十分に離れて移動するとき
、それは、ストリップローラ歯車を分離する。したがって、押しボタン３０８は、ストリ
ップローラ歯車が反対方向に回転することなく、静止位置に戻ることができる。
【００５０】
　第４の例示的実施形態
　図１５～図１７を参照すると、本発明の第４の例示的実施形態による試験ストリップを
格納しかつ分与するための格納バイアル４００は、試験ストリップのスタック４０４を格
納するように構成された格納容器４０２と、蝶番４０８によって格納容器に接続された蓋
４０６と、蓋４０６に動作式に接続されたリンク装置アセンブリ４１０とを含む。蓋４０
６が開かれたとき、リンク装置アセンブリ４１０は、試験ストリップのスタック４０４の
１つの試験ストリップ４１２と係合し、かつ試験ストリップ４１２を分与する。
【００５１】
　格納容器４０２は、全体的に矩形である下方本体部分４１４を有し、かつ試験ストリッ
プのスタック４０４を格納するように構成された空洞４１６を形成する。格納容器４０２
は、前述されたように任意の適切な材料で形成される。
【００５２】
　格納バイアル４００は、湿気または他の環境汚染物が格納容器に入ることを妨げるため
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に蓋４０６を備える。蓋４０６は、蝶番４０８によって格納バイアルに接続される。示さ
れる実施形態において、蓋４０６が、リビング蝶番４０８に接続されるように、格納容器
の下方本体部分と一体に形成される。しかしながら、任意のタイプの蝶番構成が使用され
ることができる。蓋４０６は、好ましくは、格納容器４０２の下方本体部分４１４と密閉
シールを形成する。
【００５３】
　リンク装置アセンブリ４１０は、蓋４０６に接続された第１のアーム部材４１８と、リ
ビング蝶番４２８によって第１のアーム部材４１８に接続された第２のアーム部材４２０
と、リビング蝶番４２８によって第２のアーム部材４２０に接続された第３のアーム部材
４２２とを含む。第１のアーム部材４１８は、全体的にＶ形状部材である。示される実施
形態において、Ｖ形状部材の２つの脚部は、互いに対して鈍角を形成する。第１のアーム
部材４１８は、熱ステーキング（ｓｔａｋｉｎｇ）、超音波溶接、機械的な取付け、また
は当業者により知られている任意の他の適切な方法によって蓋４０６に取り付けられる。
【００５４】
　第２のアーム部材４２０は、第２のアーム部材の両端部でリビング蝶番４２８によって
第１のアーム部材４１８および第３のアーム部材４２２を結合する。リビング蝶番の使用
は、より低い製造価格などのいくつかの利点を提供するが、アームも、他のタイプの蝶番
によって結合されることができることは理解されるべきである。
【００５５】
　第３のアーム部材４２２は、格納容器４０２の下方本体部分４１４の側壁内に配置され
たレール内に配置されかつレール内で移動するように構成された、ガイドピンなどのガイ
ド部材４３０を有する。第３のアーム部材４２２は、試験ストリップのスタック４０４の
１つの試験ストリップ４１２の下方縁部に接触するように構成された下方接触部材４２６
を有する。特に、図示された実施形態において、第３のアーム部材４２２は、最も右側の
試験ストリップ４１２の下方縁部と接触する。
【００５６】
　図示のように、一組の第１、第２、および第３のアーム部材は、格納容器４０２の前方
側（図において手前側）に提供される。安定性のために、第１の組の第１、第２、および
第３のアーム部材と実質的に同一である第２の組の第１、第２、および第３のアーム部材
は、格納容器４０２の後方側（図において背面側）に配置されることができる。
【００５７】
　本発明の第４の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するための格納
バイアル４００を使用する方法は、以下に記載される。最初に、蓋４０６が開かれ、試験
ストリップのスタック４０４は、プラットフォーム４３２と格納容器４０２の外側壁４３
４との間で容器内に装填され、かつ蓋４０６が閉じられる。蓋４０６が閉じられると、リ
ンク装置アセンブリ４１０は、静止位置に配置される。静止位置において、第３のアーム
部材４２２は、格納容器の底部に配置され、かつ下方接触部材４２６は、最も右側の試験
ストリップ４１２の底部縁部の下側に配置される。
【００５８】
（００８３）
　試験ストリップを分与するために、使用者は、格納容器４０２の蓋４０６を開く。蓋４
０６を開くことは、第１のアーム部材４１８を格納容器まで回転させかつ格納容器の外に
回転させる。第１のアーム部材４１８に接続される第２のアーム部材４２０および第３の
アーム部材４２２もまた上昇される。第３のアーム部材４２２は、ガイド部材４３０とガ
イドレールとの協働のために実質的に垂直に上方に移動し、かつ分与位置まで上昇させら
れる。第３のアーム部材４２２の下方接触部材４２６は、試験ストリップ４１２の下に配
置されるので、それは、上昇しかつ試験ストリップ４１２を分与する。第３のアーム部材
４２２が、分与位置に到達すると、使用者は、試験ストリップを把持しかつ分与された試
験ストリップ４１２を取り出すことができる。第１のアーム部材４１８、第２のアーム部
材４２０、および第３のアーム部材４２２は、試験ストリップ４１２を格納容器４０２の
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外に完全に分与するように構成されることができ、または試験ストリップ４１２は、使用
者が、試験ストリップを格納容器４０２から完全に引き出しかつ試験ストリップを使用す
るために露出された試験ストリップ４１２を把持することができるように、試験ストリッ
プを露出するために格納容器４０２から部分的に分与されることができる。
【００５９】
　試験ストリップ４１２が分与された後、使用者は、次に蓋４０６を閉じることができる
。蓋４０６を閉じることは、リンク装置アセンブリ４１０をその静止位置に戻させる。リ
ンク装置アセンブリ４１０、および特に第３のアーム部材４２２が、静止位置に到達する
とき、バイアス要素４３６は、新規な試験ストリップが、新規な試験ストリップの下方接
触部材４２６上に配置されるように、試験ストリップのスタック４０４を外側壁４３４に
向かって付勢する。したがって、格納バイアル４００は、次の試験ストリップを分与する
準備がなされる。
【００６０】
　第５の例示的実施形態
　図１８～図２０を参照すると、本発明の第５の例示的実施形態による試験ストリップを
格納しかつ分与するための格納バイアル５００は、試験ストリップのスタックを格納する
ように構成された格納容器５０２と、蝶番５０６によって格納容器５０２に接続された蓋
５０４と、蓋５０４に動作式に接続されたリンク装置アセンブリ５０８とを含む。蓋５０
４が開かれたとき、リンク装置アセンブリ５０８は、試験ストリップのスタックの１つの
試験ストリップ５１０と係合し、かつ試験ストリップを分与する。
【００６１】
　この実施形態の格納容器５０２および蓋５０４は、第４の例示的実施形態の格納容器５
０２および蓋５０４と全体的に同一に構成される。
【００６２】
　リンク装置アセンブリ５０８は、少なくとも１つのスライダアーム（ｓｌｉｄｅｒ　ａ
ｒｍ）５１２、少なくとも１つの第１のリンク装置部材５１４、および少なくとも１つの
第２のリンク装置部材５１６を含む。図示される実施形態において、一対のスライダアー
ム５１２、一対の第１のリンク装置部材５１４、および一対の第２のリンク装置部材５１
６は、リンク装置アセンブリの安定性および信頼性を増大するように提供される。
【００６３】
　スライダアーム５１２の第１の端部５１８は、蓋５０４に旋回可能に接続される。スラ
イダアーム５１２の第２の端部５２０は、第１のリンク装置部材５１４に旋回可能に接続
される。各スライダアーム５１２は、格納容器５０２上に配置されるガイドボス（ｇｕｉ
ｄｅ　ｂｏｓｓ）５３６を係合するスロット５２２を有する。
【００６４】
　第１のリンク装置部材５１４の第１の端部５２４は、スライダアーム５１２の第２の端
部５２０に旋回可能に接続され、かつ第１のリンク装置部材５１４の第２の端部５２６は
、第２のリンク装置部材５１６に旋回可能に接続される。
【００６５】
　第２のリンク装置部材５１６は、格納容器５０２の側壁内に配置されたガイドレール内
に配置されかつガイドレール内で移動するように構成された、ガイドピンなどのガイド部
材５２８を有する。第２のリンク装置部材５１６の第１の端部５３０は、第１のリンク装
置部材５１４の第２の端部５２６に接続される。下方接触部材５３４は、第２のリンク装
置部材５１６の第２の端部５３２間に配置される。下方接触部材は、蓋５０４が開かれた
ときに、試験ストリップ５１０が分与されるように、１つの試験ストリップ５１０と接触
する。
【００６６】
　本発明の第５の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するための格納
バイアル５００を使用する方法は、以下に記載される。最初に、蓋５０４が開かれ、試験
ストリップのスタックは、格納容器５０２内に装填され、かつ蓋５０４が閉じられる。蓋
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５０４が閉じられて、リンク装置アセンブリ５０８は、静止位置に配置される。静止位置
において、第２のリンク装置部材５１６は、格納容器５０２の底部に配置され、かつ下方
接触部材５３４は、最も右側の試験ストリップ５１０の底部縁部下方縁部の下側に配置さ
れる。
【００６７】
　試験ストリップを分与するために、使用者は、格納容器５０２の蓋５０４を開く。蓋５
０４を開くことは、スライダアーム５１２を格納容器５０２まで回転させかつ格納容器５
０２の外に回転させる。スライダアーム５１２は、所定の経路に沿って、ガイドボス５３
６とスライダアーム５１２内のスロットとの協働によって案内される。スライダアーム５
１２の第２の端部５２０は、第１のリンク装置部材５１４を引き、第１のリンク装置部材
５１４は、次に第２のリンク装置部材５１６を引く。第２のリンク装置部材５１６は、ガ
イド部材５２８とガイドレールとの協働のために格納容器５０２の内側で実質的に垂直に
上方に移動し、かつ分与位置まで上昇させられる。下方接触部材５３４は、試験ストリッ
プの下に配置されるので、それは、上昇しかつ試験ストリップを分与する。第２のリンク
装置部材５１６が、分与位置に到達すると、使用者は、試験ストリップを把持しかつ分与
された試験ストリップを取り出すことができる。スライダアーム５１２、第１のリンク装
置部材５１４、および第２のリンク装置部材５１６は、試験ストリップを格納容器５０２
の外に完全に分与するように構成されることができ、または試験ストリップは、使用者が
、試験ストリップを格納容器から完全に引き出しかつ試験ストリップを使用するために露
出された試験ストリップを把持することができるように、試験ストリップを露出するため
に格納容器５０２から部分的に分与されることができる。
【００６８】
　試験ストリップが分与された後、使用者は、次に蓋５０４を閉じることができる。蓋５
０４を閉じることは、リンク装置アセンブリ５０８をその静止位置に戻させる。リンク装
置アセンブリ５０８、および特に第２のリンク装置部材５１６が、静止位置に到達すると
き、バイアス要素は、新規な試験ストリップが、下方接触部材上に配置されるように、試
験ストリップのスタックを格納容器５０２の側壁に向かって付勢する。したがって、格納
容器５０２は、次の試験ストリップを分与する準備がされている。
【００６９】
　第６の例示的実施形態
　図２１を参照すると、本発明の第６の例示的実施形態による試験ストリップを格納しか
つ分与するための格納バイアル６００は、試験ストリップのスタックを格納するように構
成された格納容器６０２と、螺旋プッシャばね（ｓｐｉｒａｌ　ｐｕｓｈｅｒ　ｓｐｒｉ
ｎｇ）６０４と、サムホイール６０６の回転が、ばねを試験ストリップのスタックの１つ
の試験ストリップを分与させるように、歯車列６２８によって螺旋プッシャばね６０４に
接続されたサムホイール６０６とを含む。
【００７０】
　格納容器６０２は、全体的に矩形であり、かつ試験ストリップのスタックを格納するた
めのカートリッジ６１０を受けるように構成された空洞６１２を形成する。格納容器６０
２は、前述されたように任意の適切な材料で形成される。
【００７１】
　格納バイアル６００は、湿気および他の環境汚染物が格納容器６０２に入ることを妨げ
るために蓋６０８を備える。蓋６０８は、リビング蝶番などの任意の適切なタイプの蝶番
によって格納バイアルに接続されることができる。
【００７２】
　カートリッジ６１０は、格納容器６０２内の空洞に挿入される。螺旋プッシャばね６０
４および結合される歯車列６２８は、カートリッジ６１０内に配置される。カートリッジ
６１０内の空洞６１２は、試験ストリップのスタックを保持するように構成され、かつプ
ラットフォームならびにバイアス要素は、カートリッジ６１０の１つの壁に向かって要素
のスタックを付勢するために空洞内に配置される。カートリッジ６１０は、格納容器６０
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２から取り外し可能でありまたはそこに恒久的に固定されることができる。
【００７３】
　螺旋プッシャばね６０４は、円筒状ばねドラム６１４の周りに巻かれる。螺旋プッシャ
ばね６０４の第１の端部６１６は、カートリッジ６１０内に形成されたガイドトラック６
１８内に配置される。螺旋プッシャばね６０４の第２の端部６２０は、円筒状ばねドラム
６１４に固定される。螺旋プッシャばね６０４の第１の端部６１６は、試験ストリップの
縁部と接触するように構成される。したがって、ばねドラム６１４が回転されたとき、螺
旋プッシャばね６０４の第１の端部６１６は、延長され、かつ試験ストリップを分与する
ためにガイドトラック６１８に沿って移動する。
【００７４】
　示される実施形態において、歯車列６２８は、サムホイール駆動歯車６０６、第１のア
イドラ（ｉｄｅｌｅｒ）歯車６２２、第２のアイドラ歯車６２４、およびばねドラム駆動
歯車６２６を備える。サムホイール駆動歯車６０６は、使用者がサムホイール６０６を操
作することができるように、格納容器６０２の外側に部分的に露出される。第１のアイド
ラ歯車６２２および第２のアイドラ歯車６２４は、サムホイール６０６と係合し、サムホ
イール６０６によって生成される回転力をばねドラム駆動歯車６２６に伝達する。歯車列
６２８は、任意の所望の歯車比で構成されることができる。
【００７５】
　本発明の第６の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するための格納
バイアル６００を使用する方法は、以下に記載される。最初に、試験ストリップのスタッ
クは、カートリッジ６１０内に装填され、螺旋プッシャばね６０４は、最初の静止位置内
に引き込まれ、かつカートリッジは、格納容器６０２内に挿入される。静止位置において
、螺旋プッシャばね６０４は、ばねの端部が、格納容器６０２の底部に配置され、かつ試
験ストリップの一端部の下方縁部下にあるように、引き込まれる。
【００７６】
　試験ストリップを分与するために、使用者は、分与方向に露出されたサムホイール６０
６を回転する。サムホイール６０６の回転力は、歯車列６２８を介して螺旋プッシャばね
６０４に伝達される。螺旋プッシャばね６０４は、伸張されて試験ストリップを分与する
。サムホイール６０６は、試験ストリップが、格納容器６０２の外に完全に分与するよう
に回転されることができ、または試験ストリップは、使用者が、試験ストリップを完全に
引き出しかつ試験ストリップを使用するために露出された試験ストリップを把持すること
ができるように、試験ストリップを露出するために格納容器６０２から部分的に分与され
ることができる。
【００７７】
　試験ストリップが分与された後、使用者は、次に、螺旋プッシャばね６０４をその静止
位置に戻すために、分与方向に対する反対方向にサムホイール６０６を回転することがで
きる。代わりに、螺旋プッシャばね６０４の固有のばね力は、自動的にそれをその静止位
置へ戻させることができる。螺旋プッシャばね６０４が静止位置に到達するとき、バイア
ス要素は、新規の試験ストリップが、プッシャばねの端部上に配置されるように、試験ス
トリップのスタックを螺旋ばねに向かって付勢する。その結果、格納容器６０２は、次の
試験ストリップを分与する準備がなされる。
【００７８】
　第７の例示的実施形態
　図２２を参照すると、本発明の第７の例示的実施形態による試験ストリップを格納しか
つ分与するための格納バイアル７００は、試験ストリップのスタックを格納するように構
成された格納容器７０２と、試験ストリップのスタックの１つの試験ストリップと接触す
るように構成されたばね７０４と、ばね７０４に接続されたラック７０６と、ラック７０
６に係合するピニオン７０８と、サムホイール７１０の回転が、ラック７０６を変位し、
かつばね７０４を接触された試験ストリップを分与させるように、ピニオン７０８と係合
するサムホイール７１０とを含む。
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【００７９】
　この実施形態の格納容器７０２および蓋は、第６の例示的実施形態の格納容器７０２お
よび蓋と全体的に同一に構成される。
【００８０】
　カートリッジ７１２は、格納容器７０２内の空洞７１４に挿入される。カートリッジ７
１２は、試験ストリップのスタックを保持するように構成された空洞を有し、かつプラッ
トフォームならびにバイアス要素は、カートリッジ７１２の１つの壁に向かって試験スト
リップのスタックを付勢するためにカートリッジ７１２内に配置される。カートリッジ７
１２は、格納容器６０２から取り外し可能でありまたはそこに恒久的に固定されることが
できる。
【００８１】
　ばね７０４は、カートリッジ７１２内に形成されたガイドトラック７２２内に配置され
る。ばね７０４の第１の端部７１６は、ガイドトラック７２２によって案内され、かつ試
験ストリップの縁部と接触するように構成される。ばね７０４の第２の端部７１８は、ラ
ック７０６に固定される。
【００８２】
　ラック７０６は、格納容器７０２内で直線的に移動可能である。ラック７０６は、ラッ
クの一方側に配置されたラック歯車７２０を有する。
【００８３】
　ピニオン歯車７０８は、カートリッジ７１２上に回転可能に配置され、かつラック歯車
７２０と係合する。
【００８４】
　サムホイール７１０は、また、カートリッジ７１２上に回転可能に配置され、かつピニ
オン歯車７０８と係合する。したがって、サムホイール７１０が回転されるとき、ピニオ
ン歯車７０８は回転し、かつラック７０６は線形に変位する。したがって、取り付けられ
たばね７０４の第１の端部は、ガイドトラック７２２に沿って移動される。
【００８５】
　本発明の第７の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するための格納
バイアルを使用する方法は、以下に記載される。最初に、試験ストリップのスタックは、
カートリッジ７１２内に装填され、プッシャばね７０４およびラック７０６は、最初の静
止位置内に配置され、かつカートリッジは、格納容器７０２内に挿入される。静止位置に
おいて、ラック７０６およびプッシャばね７０４は、ばね７０４の端部が、格納容器７０
２の底部に配置され、かつ試験ストリップの一縁部の下方縁部の下方にあるように、引き
込まれる。
【００８６】
　試験ストリップを分与するために、使用者は、分与方向に露出されたサムホイール７１
０を回転する。サムホイール７１０の回転力は、ピニオン歯車７０８に伝達され、かつピ
ニオン歯車７０８は、ピニオン歯車７０８の回転力をラック７０６の線形移動に変換する
ためにラック歯車７０６と係合する。ラック歯車７０６の線形移動は、プッシャばね７０
４を伸張し、かつ試験ストリップを分与する。サムホイール７１０は、試験ストリップが
、格納容器７０２の外に完全に分与されるように回転されることができ、または試験スト
リップは、使用者が、試験ストリップを完全に引き出しかつ試験ストリップを使用するた
めに露出された試験ストリップを把持することができるように、試験ストリップを露出す
るために格納容器７０２から部分的に分与されることができる。
【００８７】
　試験ストリップが分与された後、使用者は、次に、プッシャばね７０４をその静止位置
に戻すために、分与方向に対する反対方向にサムホイール７１０を回転することができる
。一方、プッシャばねは、自動的にその静止位置へ戻ることができる。プッシャばね７０
４が静止位置に到達するとき、バイアス要素は、新規の試験ストリップが、プッシャばね
７０４の端部上に配置されるように、試験ストリップのスタックをプッシャばね７０４に
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向かって付勢する。その結果、格納容器７０２は、次の試験ストリップを分与する準備が
なされる。
【００８８】
　第８の例示的実施形態
　図２３～図２４を参照すると、本発明の第８の例示的実施形態による試験ストリップを
格納しかつ分与するための格納バイアル８００は、試験ストリップラックのスタックを格
納するように構成された格納容器８０２と、試験ストリップのスタックの１つの試験スト
リップと接触するように構成されたばね８０４と、旋回点８０８の周りで旋回するレバー
アーム８０６を含む。レバーアーム８０６の第１の端部８１０は、レバーの旋回が、ばね
８０４に接触する試験ストリップを分与させるように、ばね８０４を駆動するためにばね
８０４に接続される。
【００８９】
　この実施形態の格納容器８０２および蓋（図示せず）は、第６の例示的実施形態の格納
容器６０２および蓋６０８と全体的に同一に構成される。
【００９０】
　カートリッジ８１４は、格納容器８０２内の空洞内に挿入される。カートリッジ８１４
内の空洞は、試験ストリップのスタックを保持するように構成され、かつプラットフォー
ムならびにバイアス要素は、カートリッジの１つの壁に向かって試験ストリップのスタッ
クを付勢するために空洞内に配置される。カートリッジ８１４は、格納容器８０２から取
り外し可能でありまたはそこに恒久的に固定されることができる。
【００９１】
　ばね８０４は、カートリッジ８１４によって形成されたガイドトラック８１８内に配置
される。ばね８０４の第１の端部８２０は、ガイドトラック８１８によって案内され、か
つ試験ストリップ８１６の縁部と接触するように構成される。ばね８０４の第２の端部８
２２は、レバーアーム８０６の第１の端部８１０に固定される。
【００９２】
　レバーアーム８０６は、カートリッジ上の旋回点８０８の周りに旋回可能に配置される
。レバーアーム８０６の第２の端部８２４は、使用者がレバーアーム８０６を操作するこ
とができるように、カートリッジの上方端部上に延びる。
【００９３】
　本発明の第８の例示的実施形態による試験ストリップを格納しかつ分与するための格納
バイアル８００を使用する方法は、以下に記載される。最初に、試験ストリップのスタッ
クは、カートリッジ８１４内に装填され、レバーアーム８０６およびプッシャばね８０４
は、最初の静止位置内に配置され、かつカートリッジは、格納容器８０２内に挿入される
。静止位置において、レバーアーム８０６は、格納容器８０２の一方側に旋回され、かつ
プッシャばね８０４は、ばね８０４の端部が、格納容器８０２の底部に配置され、かつ試
験ストリップの一縁部の下方縁部の下方にあるように、引き込まれる。
【００９４】
　試験ストリップを分与するために、使用者は、レバーアーム８０６を旋回するためにレ
バーアーム８０６を押す。レバーアーム８０６の旋回は、プッシャばね８０４をガイドト
ラックに沿って延ばさせかつ試験ストリップを分与させる。レバーアーム８０６は、使用
者が、試験ストリップを把持しかつ分与された試験ストリップを取り出すために十分に離
れて旋回させられる。
【００９５】
　試験ストリップが分与された後、使用者は、次に、レバーアーム８０６をその最初の静
止位置に戻すために旋回することができる。一方、レバーアームは、自動的にその静止位
置へ戻ることができる。レバーアーム８０６が静止位置に到達するとき、バイアス要素は
、新規の試験ストリップが、プッシャばね８０４の端部上に配置されるように、試験スト
リップのスタックをプッシャばね８０４に向かって付勢する。したがって、格納容器８０
２は、次の試験ストリップを分与する準備がなされる。
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【００９６】
　様々な実施形態は、本発明を示すために選択されたが、様々な変更および修正は、添付
の特許請求の範囲に規定される本発明の範囲から逸脱することなく行われることができる
ことは、当業者には理解されるであろう。
【符号の説明】
【００９７】
　１００　格納バイアル
　１０２　格納容器
　１０４　スタック
　１０６　ストリップローラ
　１０８　サムホイール
　１２０　スロット
　１３２　バイアス要素
　１４０　リビング蝶番
　１５０　モータ
　１５２　ピニオン
　１５４　ロッキング部材
　２０８　押しボタン
　２０６　ストリップローラ
　２２４　蓋
　２２８　ストリップローラ歯車
　２３２　中間歯車
　２３８　ラック歯車
　２４４　バイアス要素
　４１８　第１のアーム部材
　４２０　第２のアーム部材
　４２２　第３のアーム部材
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